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加入日（保障開始日）現在満59歳以下の、組合員本人で、正常に勤務している健康な方。
加入者は、3月1日現在満64歳に達した後に到来する保障期間の終期（翌年3月1日午後4時）まで1年ごとに更新できます。
タイプアップ、特約の追加は変更日現在満59歳以下の方のみとなります。

1.加入の対象

2.健康状態の告知

3.平均月収の告知
申込書（「平均月間所得」欄に、あなたの平均月間所得（年間勤労所得＊2 ÷12）を必ず記入してください。
後日、この数字が加入タイプの給付金月額を下回っていることが判明した場合には、給付金の減額や、悪質な場合は加入取消となる場合
があります。

●支払い責任の開始する直前1年以内に被ったケガまたは病気・症状を原因として、支払責任を開始する日以降に就
業不能や入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であったり、正しく告知いただ
いていた場合であっても、給付金お支払いの対象とならないことがあります。
●掛金が引落しされても、告知事項の内容により、加入をお断りすることがあります。

注
意

＊2 年間勤労所得とは源泉徴収票の支払総支給額です。

（新規加入・現在より高い給付タイプへの変更に必要です。特約を付帯する場合も告知は必要です。）
加入お申し込みの際に、健康状態の告知をしていただきます。

給与保障共済は、本人が仕事に従事されていることを必要条件としております。ご退職その他諸事情で仕事に従事されなくなった場合
（自営業の場合を含む）には、脱退の手続きが必要となります。※ご注意

加入資格と健康状態の告知

告知に際してはP40「告知の大切さに関するご注意」を必ずお読みください。

30型25型20型15型10型8型加入タイプ

3,100円 3,700円2,500円1,900円1,300円1,000円掛金月額
（合計）

給付金月額

給付金月額
（短期休業保障特約）

30万円
10万円

25万円
8万円

20万円
6万円

15万円
5万円

10万円
4万円

8万円
3万円

30型25型20型15型10型8型加入タイプ

2,500円 3,000円2,000円1,500円1,000円800円掛金月額
（合計）

給付金月額 30万円25万円20万円15万円10万円8万円

「平均月間所得」  =加入タイプの給付金月額  ≦ 12か月
年間所得金額＊1

加入タイプ選択の際は、給付金月額をあなたの「平均月間所得」以下としてください。

※他の同種の保険（所得保障）に加入されている方は、他の保険の保障月額と合算して「平均月間所得」を超えないタイプで選択をしてください。

※35型と40型は廃止いたしました。2017年度までにご加入された方は35型と40型の更新が可能となります。

●短期休業保障特約　なし

※短期休業保障特約のみの加入はできません。●短期休業保障特約　あり

＊1 利子所得・年金等を含まない勤労所得の金額とします。

おすすめ！

加入タイプ（保障額）と掛金 掛金は 掛け捨て です

※実際には有給期間等、収入が保障される期間があるため、給与保障共済の給付が始まってからしばらくの間は、公的保障（傷病手当金）の給付と重な
る場合があります。
※傷病手当金終了後、障害年金等の公的給付がないものとして算出。

●駅の階段から転落し脳挫傷となり、仕事に復帰できず満65歳の誕生日まで給付を受けた場合

…43歳

…平均月間30万円

…短期休業保障特約あり
30型（30万円）

…90日

…1年3か月

…3,700円

●年　　　　齢

●事故前の所得

●加 入 タ イ プ

●免 責 期 間

●無 給 付 期 間

●掛 金 月 額

最長1年6か月

公的保障 傷病手当金

有
給
休
暇・欠
勤
期
間

健
康
時
の
収
入

平均月収
30万円

約20万円

43歳 就業障害発生 65歳

給与保障給付金
月々30万円

給付期間
20年6か月

月々の収入の
減少分を
カバー（2年目）30万円×6か月＋

（3年目以降）30万円×12か月×20年
＝7,380万円

お支払いする給付金は

給付金のお支払額は、ご加入内容等によっ
て異なります。

就業障害発生から90日後に給付開始となります。

短期休業保障特約

短期休業保障特約は公的保障（傷病手当金）
給付期間（1年6か月）の収入減少をカバーします。
（精神障害による就業障害は除く）

免責期間
90日 無給付期間

1年3か月

10万円×1年3か月
＝150万円

給与保障共済の保障期間

ご 加 入 例

●告知日（ご記入日）現在、病気やケガで入院中、または入院か手術をすすめられていますか。質問1

●【告知日（ご記入日）より過去1年以内に病気で、継続して10日以上の入院をしたことがありますか。質問2

●告知日（ご記入日）より過去2年以内に
・「ガン」、「上皮内ガン」または「精神の病気（アルコール・薬物依存を含む）」と医師に診断されたことがあ
りますか。
・「ガン」、「上皮内ガン」または「精神の病気（アルコール・薬物依存を含む）」のため、医師から検査（＊1）・
治療（投薬の指示を含みます）を受けるように指導されたことがありますか。

質問3

●全ての項目が「いいえ」の場合、加入OK!
●過去の入院歴について、10日未満の入院は告知不要!
●引受条件を緩和し、オールリスクでの引受けに一本化!
※「オールリスクでの引受け」とは、引受け条件を設定することなく、引き受けることをいいます。

●告知対象疾病を「ガン、上皮内ガン」「精神の病気」に限定!
●今回の改定による掛金の変更はなし!

＊1 検査結果が異常なしだった場合は「なし」となります。ただし、検査の結果が判明していない場合や経過観察中の場合は「あり」
となります。

※「ガン」または「上皮内ガン」に含めて告知いただきたい病気の例

ガン

上皮内ガン

悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫

上皮内新生物、上皮内癌、ＣＩＳ、ＣＩＮ３、子宮頚部の高度異形成


